
証券コード 7878

2019年４月９日

株 主 各 位
山 梨 県 甲 斐 市 竜 地 3049 番 地

株 式 会 社 光 ・ 彩
代表取締役社長 深 沢 栄 二

　

第52回定時株主総会招集ご通知
　

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげま

す。

　さて、当社第52回定時株主総会を下記により開催いたしますの

で、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、後記の「議決権の代理行使の勧誘に

関する参考書類」をご検討くださいまして、お手数ながら同封の委任状用

紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご捺印の上ご返送くださいます

ようお願い申しあげます。

敬 具
記

　

１．日 時 2019年４月25日（木曜日）午前10時

２．場 所 山梨県甲斐市竜地3049番地 当社５階会議室

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 第52期（自2018年２月１日 至2019年１月31日）

事業報告及び計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任

の件

議案の概要は、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」

（29頁から31頁）に記載のとおりであります。
以 上
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　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出

くださいますようお願い申しあげます。

　代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方

１名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証

明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

　なお、事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上

の当社ウェブサイト（アドレス http://www.kohsai-qq.co.jp）に掲載さ

せていただきます。

第52回定時株主総会招集ご通知より、日付の表示を和暦から西暦に変更

しております。
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提供書面
第 52 期 事 業 報 告

（自 2018年２月１日
至 2019年１月31日）

　

１．会社の現況
(1) 当事業年度の事業の状況
① 経営成績に関する分析

当事業年度（自2018年２月１日 至2019年１月31日）における我
が国経済は、相次いだ自然災害による個人消費や輸出への影響が懸
念されたものの、雇用・所得環境や企業収益の改善等により緩やか
な回復基調が続きました。その一方で、景気の先行きにつきまして
は、米中貿易摩擦や中国経済の減速などにより、依然として不透明
な状況が続いています。

当社が属するジュエリー業界におきましては、個人消費は持ち直
しているものの、消費者の節約志向が継続しており、市場環境は引
き続き厳しい状況にあります。

この様な状況のもと、当社におきましては、全社を挙げて生産
性・採算性の向上に取り組んでまいりました。営業面では、主力の
ジュエリーパーツ事業が特許商品及び新商品のピアスパーツを中心
に国内外で好調に推移したことに加え、ジュエリー事業では独自技
術加工によるブライダル商品の販売が増加したことにより、前事業
年度に比べ増収増益となりました。
また、管理面では、前事業年度に発覚したような不祥事を二度と

起こさないために、コーポレートガバナンスの強化及び全従業員の
コンプライアンス意識の向上に向けて全力で取り組んでおります。
以上の結果、当事業年度の業績は、売上高2,356百万円（前期比

9.7％増）、営業利益88百万円（前期比42.2％増）、経常利益は貸倒
引当金戻入額12百万円を計上したことにより101百万円（前期比
70.0％増）と2期連続で増収増益となりました。当期純利益は、税
務上の繰越欠損金等を加味した法人税等実効税率が低かったことに
より86百万円（前期は当期純損失37百万円）となりました。

　

― 3 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2019年04月02日 15時37分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



② 設備投資の状況
　当事業年度において実施いたしました設備投資は、本社工場の製
造設備等を中心として、総額55百万円となりました。

　
③ 資金調達の状況
　当事業年度は、特記すべき資金調達は行っておりません。

　
④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
　該当事項はありません。

　
⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

　
⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義

務の承継の状況
　該当事項はありません。

　
⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処

分の状況
　該当事項はありません。
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(2) 財産及び損益の状況
　

区 分
第 49 期

2016年１月期
第 50 期

2017年１月期
第51期

2018年１月期
第52期(当事業年度)

2019年１月期

売 上 高(百万円) 2,562 1,979 2,148 2,356

経 常 利 益(百万円)
( △ は 経 常 損 失 )

△95 58 59 101

当 期 純 利 益(百万円)
( △ は 当 期 純 損 失 )

△195 51 △37 86

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

(円)

( △ は １ 株 当 た り
当 期 純 損 失 )

△52.26 13.63 △100.21 230.38

総 資 産(百万円) 1,860 1,859 1,825 1,859

純 資 産(百万円) 1,132 1,167 1,117 1,185

１株当たり純資産額(円) 302.31 311.82 2,984.54 3,167.60
　

（注）１．過年度決算に関し、会計上の誤謬が判明したため、第49期から第50期につ

いては、当該誤謬の訂正後の数値を記載しております。

２．１株当たり当期純利益または１株当たり当期純損失は期中平均株式数（自

己株式数を控除した株式数）により算出しております。また１株当たり純

資産額は期末発行済株式数より自己株式数を控除した株式数により算出し

ております。

３．2017年８月１日を効力発生日として普通株式10株につき１株の割合で株式

併合を実施しております。これに伴い、第51期の期首に当該株式併合が行

われたと仮定し、１株当たり当期純利益（△は１株当たり当期純損失）及

び１株当たり純資産額を算定しております。
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係
　当社の親会社は㈱エスティオであり、同社は当社の株式203,700
株（議決権比率54.57％）を保有しております。当社が窓口となり、
当社従業員への保険業務を行っております。
　取引条件につきましては、一般的に行われている取引条件と同一
の基準を基本とし、市場価格を勘案した上で合理的な判断に基づ
き、公正且つ適正に決定しております。
　これらの取引は、取締役会等が当社の社内規定に基づき、親会社
から独立して最終的な意思決定を行っており、当社の利益を害する
ことはないと当社の取締役会は判断しております。

　
② 重要な子会社の状況
　該当事項はありません。

　
(4) 対処すべき課題
　会社のミッション、アイデンティティに基づき、デフレ環境にあっ
てもお客様に満足していただける、時代に合致した物づくりを行い、
あらゆる選択肢を増やすなど生産技術の幅を広げ、既存の枠組みにと
らわれない成長分野を開拓していくことが、今後も継続的に取り組む
べき経営課題だと考えております。この様な経営環境のもと、ジュエ
リーパーツ事業では、新たな商品開発と国内・国外の新規販路の拡大
等により、また、ジュエリー事業では、独自加工技術を生かした高付
加価値商品の重点拡販により、収益の増加と収益性を改善してまいり
ます。
　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご協力を賜
りますようお願い申しあげます。
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(5) 主要な事業内容（2019年１月31日現在）
　当社は、金・プラチナ・宝石等を主要な原材料とした、貴金属装身
具の製造加工販売を主たる事業としております。

　
(6) 主要な営業所及び工場（2019年１月31日現在）

名 称 所 在 地

本社・工場 山梨県甲斐市竜地3049番地

　
(7) 使用人の状況（2019年１月31日現在）

区 分 使 用 人 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

男 性 32名 ５名（増） 38.6歳 6.6年

女 性 18名 ７名（増） 31.5歳 3.8年

合 計 50名 12名（増） 36.1歳 5.7年

（注） 上記には臨時雇用者56名（男性18名、女性38名）は含んでおりません。

　
(8) 主要な借入先の状況（2019年１月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

千円

㈱ み ず ほ 銀 行 162,472

㈱ 山 梨 中 央 銀 行 119,000

㈱ 三 井 住 友 銀 行 60,000

㈱ 日 本 政 策 金 融 公 庫 7,000
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２．株式の状況（2019年１月31日現在）

① 発行可能株式総数 1,584,000株

② 発行済株式の総数 396,000株

③ 株主数 880名

④ 大株主（上位10名）
　

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 エ ス テ ィ オ 203,700株 54.42％

深 沢 栄 二 25,221 6.74

片 山 文 雄 5,000 1.34

松 本 大 樹 4,100 1.10

林 泰 男 4,000 1.07

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信 託 口 4）

3,900 1.04

五 十 嵐 雄 一 3,600 0.96

丸 山 朝 3,300 0.88

さが美グループホールディングス
株 式 会 社

3,000 0.80

株 式 会 社 ナ ガ ホ リ 2,700 0.72
　

（注）１．当社は、自己株式を21,716株保有しておりますが、上記大株主からは除外

しております。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

　
⑤ その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。
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３．会社役員の状況
(1) 取締役の状況（2019年１月31日現在）

　

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 深 沢 栄 二

取 締 役 加 藤 雄 一

取締役(監査等委員) 鈴 木 真 真法律会計事務所代表（弁護士）

取締役(監査等委員) 金 井 公 克

取締役(監査等委員) 柴 山 聡
　

（注）１．取締役加藤雄一氏、鈴木真氏、金井公克氏、柴山聡氏は社外取締役であり

ます。

２．取締役鈴木真氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会

計に関する相当程度の知見を有するものであります。

３．取締役柴山聡氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として

指定し、同取引所に届け出ております。

４．監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システ

ムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必

要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。

５．深沢信夫氏、埴原一也氏は、2018年４月25日開催の第51期定時株主総会終

結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしました。

　
(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社は、非業務執行取締役として有能な人材を迎えられるよう、ま
た、期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第423条第１項
の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定
めております。当該定款に基づき、当社は非業務執行取締役全員と責
任限定契約を締結しております。当該定款における損害賠償責任の限
度額は、法令が規定する額であります。
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(3) 取締役の報酬等の総額
　

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役 ( 監 査 等 委 員 を 除 く )
( う ち 社 外 取 締 役 )

４名
(２)

39,878千円
(1,700)

取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )
( う ち 社 外 取 締 役 )

４
(４)

9,542
(9,542)

合 計
( う ち 社 外 役 員 )

７
(５)

49,420
(11,242)

　

（注）１．2016年４月26日開催の第49回定時株主総会決議による報酬限度額（年額）

は、取締役（監査等委員である取締役を除く）150,000千円以内、監査等委

員である取締役20,000千円以内であります。

２．上記の支給額には、以下のものが含まれております。

当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額

取締役（監査等委員である取締役を除く）２名分

（うち社外取締役１名） 1,300千円

監査等委員である取締役３名分（うち社外取締役３名） 900千円

３．2018年４月25日開催の第51回定時株主総会決議に基づき、同株主総会終結

の時をもって退任した監査等委員である社外取締役に対し支払った役員退

職慰労金は下記のとおりであります。

監査等委員である社外取締役１名分 2,633千円

（金額には、過年度の事業報告において役員の総額に含めた役員退職慰労

引当金の繰入額2,358千円が含まれております。）

(4) 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関

係
　取締役鈴木真氏は、真法律会計事務所の代表を兼任しております
が、同事務所と当社との間に特別の関係はありません。
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② 当事業年度における主な活動状況
　

活 動 状 況

取締役 加 藤 雄 一

当事業年度に開催された取締役会18回のうち全て

に出席し、長年の会社経営に関する豊富な経験と

幅広い見識に基づき、経営全般につき必要な発

言・助言を適宜行っております。

取締役
(監査等委員)

鈴 木 真

当事業年度に開催された取締役会18回のうち全て

に出席し、監査等委員会９回のうち全てに出席い

たしました。適宜必要な発言を行っております。

取締役
(監査等委員)

金 井 公 克

当事業年度に開催された取締役会18回のうち17回

に出席し、監査等委員会11回のうち全てに出席い

たしました。適宜必要な発言を行っております。

取締役
(監査等委員)

柴 山 聡

当事業年度に開催された取締役会18回のうち全て

に出席し、監査等委員会11回のうち全てに出席い

たしました。適宜必要な発言を行っております。
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４．会計監査人の状況
(1) 名称 監査法人ナカチ

(2) 報酬等の額
　

支 払 額

監査法人
ナカチ

・当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 11,000千円

・当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

11,000千円
　

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融

商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも

区分できないため、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれら

の合計額を記載しております。

２．当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に

関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間、要員配置などを

確認し、検討した結果、監査報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を

行っております。

(3) 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める
項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づ
き、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定し
た監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会
計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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５．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の
概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容
の概要は以下のとおりであります。
　なお、内部統制システムの運用状況については、基本方針に基づき、
四半期毎に内部統制システムの運用上見いだされた問題点等の是正・改
善状況並びに必要に応じて講じられた再発防止策への取り組み状況を取
締役会へ報告することにより、適切な内部統制システムの構築・運用に
努めております。コンプライアンスについては、職位に応じて適宜必要
な研修を実施し、コンプライアンス意識の浸透を図っております。

１．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合し、かつ
企業倫理の遵守及び社会的責任を果たすため、会社の経営の基本方
針を当社の行動規範とすると共に、関連社内規程を整備し、全役職
員に周知徹底させていきます。

(2) 取締役及び使用人との秘密保持契約締結など、コンプライアンス
への対応を行っております。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関しては、関
連社内規程を整備し、適切に管理、保存を行います。

(2) 取締役及び監査等委員は、これらの情報を常時閲覧することがで
きる体制を整備しております。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスクマネジメントの対象となるリスクの分類を行い、各リスク
に関する社内規程の整備を行います。

(2) 組織横断的なリスク状況の監視及び対応体制を構築します。
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４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定並びに取締役
の業務執行状況の監督等を行うこととします。

(2) 上記の他に、臨時取締役会及び社長と各部門の管理責任者で構成
される会議に出席し、各部門における懸案事項について素早い意思
決定が可能となっております。

５．業務の適正を確保するための体制
(1) 経営方針及び各基本方針を周知徹底させ、業務の適正を確保する
体制を構築します。

(2) 当社の取締役会及び社長と各部門の管理責任者で構成される会議
において、会社の懸案事項について素早い意思決定を行い、稟議決
裁など、適切な報告及び承認体制を整備しています。

６．監査等委員会の職務を補助すべき使用人
　現在、監査等委員会の職務を補助すべき使用人はおりません。ただ
し、補助すべき内部監査は内部監査室が担当しております。内部監査
室は取締役会及び監査等委員会への報告、連絡を緊密にしておりま
す。

７．監査等委員会への報告体制及びその他監査等委員会の監査が実効的
に行われることを確保するための体制

　当社は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した時
は、法令に従い、直ちに監査等委員会に報告を行います。
　当社は、監査等委員会に対する報告をした者に対し、当該報告をし
たことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社
に周知徹底するものとします。
　なお、監査等委員会は、会計監査人、顧問弁護士、顧問税理士と相
互に連携し監査を実施し、情報の交換を行うなど連携を図っていきま
す。
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８．監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係
る方針に関する事項

　当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社
法第388条に基づく費用の前払い等の請求をした時は、担当部署にお
いて審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職
務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用ま
たは債務を処理いたします。

６．剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社の配当方針は、安定的な配当の継続を基本としたうえで、財務状
況や業績並びに今後の事業展開等を勘案しながら総合的に判断決定して
いくこととしております。
　当事業年度の期末配当金につきましては、１株につき40円とさせてい
ただきたく存じます。

　

　

　
（本事業報告中の記載金額については、表示単位未満の端数を切り捨て、
比率その他については四捨五入して表示しております。）
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貸 借 対 照 表
（2019年１月31日現在） （単位：千円）

　

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 1,287,505 流 動 負 債 602,265

現 金 及 び 預 金 418,823 買 掛 金 134,122

受 取 手 形 3,645 短 期 借 入 金 320,000

売 掛 金 321,697 １年以内返済予定長期借入金 22,672

商 品 及 び 製 品 146,816 リ ー ス 債 務 4,240

仕 掛 品 369,463 未 払 金 37,985

原材料及び貯蔵品 16,873 未 払 費 用 54,512

前 払 費 用 9,677 未 払 法 人 税 等 15,112

そ の 他 508 未 払 消 費 税 等 3,022

固 定 資 産 572,258 そ の 他 10,597

有 形 固 定 資 産 355,216 固 定 負 債 71,915

建 物 123,063 長 期 借 入 金 5,800

構 築 物 3,042 リ ー ス 債 務 17,508

機 械 及 び 装 置 58,954 繰 延 税 金 負 債 1,706

工具、器具及び備品 6,238 退 職 給 付 引 当 金 21,380

土 地 143,598 役員退職慰労引当金 25,383

リ ー ス 資 産 20,319 そ の 他 137

無 形 固 定 資 産 10,538 負 債 合 計 674,180

ソ フ ト ウ エ ア 8,422 純 資 産 の 部

電 話 加 入 権 1,723 株 主 資 本 1,181,587

そ の 他 392 資 本 金 602,150

投資その他の資産 206,503 資 本 剰 余 金 509,290

投 資 有 価 証 券 35,694 資 本 準 備 金 409,290

投 資 不 動 産 68,208 その他資本剰余金 100,000

差 入 保 証 金 1,148 利 益 剰 余 金 101,179

保 険 積 立 金 100,305 利 益 準 備 金 9,918

長 期 未 収 入 金 199,004 その他利益剰余金 91,260

そ の 他 1,147 別 途 積 立 金 5,000

貸 倒 引 当 金 △199,004 繰越利益剰余金 86,260

自 己 株 式 △31,031

評価・換算差額等 3,996

その他有価証券評価差額金 3,996

純 資 産 合 計 1,185,583

資 産 合 計 1,859,763 負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,859,763

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てております。
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損 益 計 算 書

（自 2018年２月１日
至 2019年１月31日）

（単位：千円）
　

科 目 金 額

売 上 高 2,356,850

売 上 原 価 1,866,188

売 上 総 利 益 490,661

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 401,696

営 業 利 益 88,965

営 業 外 収 益

受 取 配 当 金 644

受 取 地 代 家 賃 9,261

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 12,490

そ の 他 2,931 25,328

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2,259

為 替 差 損 1,341

不 動 産 賃 貸 原 価 6,393

そ の 他 2,352 12,347

経 常 利 益 101,946

特 別 利 益

投 資 不 動 産 売 却 益 1,160

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 4,107 5,267

特 別 損 失

投 資 不 動 産 売 却 損 2,174

減 損 損 失 8,265

そ の 他 0 10,440

税 引 前 当 期 純 利 益 96,774

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 10,539

法 人 税 等 合 計 10,539

当 期 純 利 益 86,234

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てております。
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株主資本等変動計算書

（自 2018年２月１日
至 2019年１月31日）

（単位：千円）
　

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資本準備金

そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別途積立金

繰越利益
剰 余 金

2018 年 ２ 月 １ 日
残 高

602,150 409,290 100,000 509,290 36,206 20,000 △26,288 29,918 △30,876 1,110,482

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △14,973 △14,973 △14,973

利益準備金の取崩 △26,288 26,288 ― ―

別途積立金の取崩 △15,000 15,000 ― ―

当 期 純 利 益 86,234 86,234 86,234

自己株式の取得 △155 △155

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

事業年度中の変動額合計 ― ― ― ― △26,288 △15,000 112,549 71,260 △155 71,105

2019 年 １ 月 31 日
残 高

602,150 409,290 100,000 509,290 9,918 5,000 86,260 101,179 △31,031 1,181,587

　
評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2018 年 ２ 月 １ 日
残 高

6,765 6,765 1,117,247

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △14,973

利益準備金の取崩 ―

別途積立金の取崩 ―

当 期 純 利 益 86,234

自己株式の取得 △155

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

△2,769 △2,769 △2,769

事業年度中の変動額合計 △2,769 △2,769 68,335

2019 年 １ 月 31 日
残 高

3,996 3,996 1,185,583

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てております。

― 18 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2019年04月02日 15時37分 $FOLDER; 18ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。なお、評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によっております。

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

①評価基準

原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

②評価方法

商品 移動平均法

製品 総平均法

原材料 地金 総平均法

その他 総平均法

仕掛品 総平均法

貯蔵品 総平均法

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定率法（但し、1998年４月１日以後取得

の建物（建物附属設備を除く）並びに

2016年４月１日以降に取得した建物附属

設備及び構築物は定額法）を採用してお

ります。

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法（但し、自社利用ソフトウエアは、

社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法）を採用しております。

リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用しております。

投資不動産 定額法を採用しております。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れに備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を計上し

ております。
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退職給付引当金 退職給付引当金及び退職給付費用の計算

に、退職給付に係る期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法を用いた簡

便法を適用しております。

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、

役員退職慰労金規程に基づく期末要支給

額を計上しております。

(5) 消費税等の会計処理方法

　税抜方式を採用しております。

２．表示方法の変更に関する注記

(損益計算書関係)

前事業年度において区分掲記しておりました「受取利息」（当事業年度10千

円）については、金額が僅少となったため、当事業年度においては「その他」

に含めて表示しております。

　

３．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 1,446,156千円

(2) 投資不動産の減価償却累計額 3,465千円

(3) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①担保に供している資産

建物 24,557千円

土地 83,593千円

合計 108,151千円

②担保に係る債務

１年以内返済予定長期借入金 4,200千円

長期借入金 2,800千円

合計 7,000千円
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４．損益計算書に関する注記

(1)関係会社との取引

販売費及び一般管理費 3,761千円

営業取引以外の取引高 211千円

(2)減損損失

当事業年度において、当社は以下のとおり減損損失を計上しております。

場所 用途 種類

山梨県甲府市 賃貸用資産 投資不動産

神奈川県藤沢市 賃貸用資産 投資不動産

当社は、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主に事

業部を単位としてグルーピングを行っております。また、投資不動産においては

個別物件単位で、資産のグルーピングをおこなっております。

当事業年度において、山梨県甲府市の物件及び神奈川県藤沢市の物件につきま

しては売却意思があることから、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失（8,265千円）として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、原則として固定資産

税評価額を合理的に調整した価額を使用しておりますが、山梨県甲府市の物件に

つきましては、売却の見込みが高いことから、売却予定額により評価しておりま

す。

５．株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類
当事業年度期首の

株式数
当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末の
株式数

普 通 株 式 396,000株 ― ― 396,000株

(2) 自己株式の数に関する事項
　

株 式 の 種 類
当事業年度期首の

株式数
当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末の
株式数

普 通 株 式 21,655株 61株 ― 21,716株

（注）普通株式の自己株式の増加61株は、単元未満株式の買取りによるものです。
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(3) 配当に関する事項

①配当金支払額
　

決 議 株式の種類 配当金の総額 １株当たりの配当額 基 準 日 効力発生日

2018年４月25日
定時株主総会

普通株式 14,973千円 40.0円
2018年
１月31日

2018年
４月26日

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度とな

るもの

次のとおり決議を予定しております。
　

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たりの配当額 基 準 日 効力発生日

2019年４月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 14,971千円 40.0円
2019年
１月31日

2019年
４月26日

６．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

棚卸資産評価損 6,078千円

貸倒引当金 59,542千円

退職給付引当金 6,396千円

役員退職慰労引当金 7,594千円

投資有価証券評価損 1,164千円

減損損失 2,666千円

繰越欠損金 5,382千円

未払事業税 1,640千円

賞与引当金 4,721千円

その他 887千円

繰延税金資産小計 96,074千円

評価性引当額 △96,074千円

繰延税金資産合計 ―千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △1,706千円

繰延税金負債合計 △1,706千円

繰延税金負債の純額 △1,706千円
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７．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

　当社は、資産運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関から

の借入により資金を調達しております。

②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりま

すが、与信管理を厳格化することによりリスクの低減を図っております。

　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の

変動リスクに晒されておりますが、時価や発行会社の財務状況を把握し、検討

を行っております。

　営業債務である買掛金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。

③金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変

動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該

価額が変動することがあります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2019年１月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。
　

貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 418,823 418,823 ―

(2）受取手形 3,645 3,645 ―

(3）売掛金 321,697 321,697 ―

(4）投資有価証券 11,784 11,784 ―

(5）長期未収入金 199,004

貸倒引当金(※1) △199,004

― ― ―

資産計 755,950 755,950 ―

(1）買掛金 134,122 134,122 ―

(2）短期借入金 320,000 320,000 ―

(3）長期借入金(※2) 28,472 28,515 43

負債計 482,594 482,638 43
　

（※1）長期未収入金に係る貸倒引当金を控除しております。

（※2）１年以内返済予定長期借入金を含めております。

(注)１．金融商品の時価の算定方法に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額によっております。なお、受取手形及び売掛金につ

いては、信用リスクを個別に把握することが極めて困難なため、貸倒引

当金を信用リスクと見做し、時価を算定しております。

(4) 投資有価証券

　投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっております。

(5) 長期未収入金

　長期未収入金は回収状況に懸念のある回収先に対しては個別に回収可

能性を勘案し、回収可能性に基づいて貸倒引当金を設定しているため時

価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積額を控除した金

額に近似しており、当該価額をもって時価としております。
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負 債

(1) 買掛金、(2) 短期借入金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額によっております。

(3) 長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を

行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており

ます。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 23,910

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認

められることから、「資産（4）投資有価証券」には含めておりません。

３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 418,823 － － －

受取手形 3,645 － － －

売掛金 321,697 － － －

合計 744,166 － － －

４．長期借入金の決算日後の返済予定額

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長期借入金（１年以
内返済予定長期借入
金を含む）

22,672 5,800 － － － －

合計 22,672 5,800 － － － －
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８．賃貸等不動産に関する注記

　当社では、山梨県その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的とした賃

貸用駐車場（土地）や賃貸用住宅等（土地を含む）を有しております。

　2019年１月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸利益は743千円でありま

す。

　また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当事業年度増減額及び時価は、

次のとおりであります。

貸借対照表計上額（千円） 当事業年度末の時価
（千円）当事業年度期首残高 当事業年度増減額 当事業年度末残高

177,445 △109,237 68,208 72,194

（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を

控除した金額であります。

２．当事業年度増減額のうち、主な増加額は賃貸用住宅等（土地を含む）の取

得（3,441千円）であり、主な減少額は賃貸用住宅等（土地を含む）の売却

（102,105千円）、減価償却費及び減損損失（10,573千円）であります。

３．当事業年度末の時価は、一定の評価額などに基づき、自社で算定した金額

であります。

９．関連当事者との取引に関する注記

　該当事項はありません。

10．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 3,167.60円

(2) １株当たり当期純利益 230.38円

11．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

（注）各注記における記載金額は、表示単位未満を切り捨てています。但し、１株当

たり情報については、表示単位未満を四捨五入しています。
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計算書類に係る会計監査報告
　

独立監査人の監査報告書
2019年３月25日

株式会社 光 ・ 彩

取締役会 御中

監 査 法 人 ナ カ チ
代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 藤 代 孝 久 ㊞

業務執行社員 公認会計士 家 冨 義 則 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社光・彩の2018年２月１

日から2019年１月31日までの第52期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算

書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重

要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と

判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びそ

の附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥

当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及び

その附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画

を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及

びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的

は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書

の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方

針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及

びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告
　

監 査 報 告 書

　当監査等委員会は、2018年２月１日から2019年１月31日までの第52期事業年度における取締役の

職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決

議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び

使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、

意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重

要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要

に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し業務及び財産の状況を調査しました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると

ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま

した。又、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社

計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業

会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いた

しました。

２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも

のと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認

められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部

統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき

事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人監査法人ナカチの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年３月26日

株式会社 光・彩 監査等委員会

監査等委員 鈴 木 真 ㊞

監査等委員 金 井 公 克 ㊞

監査等委員 柴 山 聡 ㊞

（注） 監査等委員鈴木真、金井公克及び柴山聡は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に定

める社外取締役であります。

　

以 上
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議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類
　

議決権の代理行使の勧誘者 株 式 会 社 光 ・ 彩
代表取締役社長 深 沢 栄 二

第１号議案　剰余金処分の件
期末配当に関する事項
　当社の配当方針は、安定的な配当の継続を基本としたうえで、財務
状況や業績並びに今後の事業展開等を勘案しながら総合的に判断決定
していくこととしております。
　第52期の期末配当につきましては以下のとおりといたしたいと存じ
ます。

(1) 配当財産の種類
　金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　当社普通株式１株につき普通配当金40円といたしたいと存じま
す。
　なお、この場合の配当総額は14,971,360円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
　2019年４月26日といたしたいと存じます。
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第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ
です。）２名全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。つき
ましては、取締役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役
候補者について適任であると判断しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

　

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

深 沢 栄 二
(1965年２月23日生)

1993年11月 当社入社

25,221株

1996年２月 当社開発マネージャー

1997年４月 当社取締役就任

1998年２月 当社代表取締役副社長営業部

担当就任

1999年４月 当社代表取締役社長就任（現任）

加 藤 雄 一
(1950年２月１日生)

1972年４月 株式会社加藤スプリング製作所

(現株式会社アドバネクス）入社

―株

1981年10月 株式会社加藤スプリング製作所

総務部長、海外事業部長

1981年12月 株式会社加藤スプリング製作所

取締役就任

1983年10月 株式会社加藤スプリング製作所

常務取締役就任

1987年12月 株式会社加藤スプリング製作所

代表取締役社長就任

2005年４月 株式会社アドバネクス

代表取締役会長兼社長就任

2013年６月 株式会社アドバネクス

代表取締役会長就任

2015年４月 当社社外取締役就任（現任）
　

（注）１．加藤雄一氏は、社外取締役候補者であります。
２．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．加藤雄一氏の当社の社外取締役としての就任期間は、本総会終結の時をも

って４年となります。
４．加藤雄一氏を社外取締役候補者とした理由は、長年にわたる会社経営に関

する豊富な経験及び幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社
外取締役としての選任をお願いするものであります。

５．当社は現任の社外取締役である取締役候補者の加藤雄一氏と会社法第427条
第１項の規定に基づく損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
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ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額とし
ております。
なお、加藤雄一氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であ
ります。

以上
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株主総会会場ご案内図
　

会 場 当社５階会議室

〒400－0194 山梨県甲斐市竜地3049番地

ＴＥＬ 0551－28－4181
　

　

交通のご案内

・ＪＲ甲府駅（北口）より、タクシーで約15分

・ＪＲ竜王駅より、タクシーで約10分

・中央自動車道双葉スマートI.C.より、車で約５分
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